
令和８年度

杉戸町会計年度任用職員

募集要項

【相談員・一時預かり保育士・アドバイザー・子ども家庭支援員・児童厚生員】
任用期間　令和８年４月１日～令和９年３月３１日
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[bookmark: _Hlk185328946]１　募集職種
（パートタイム会計年度任用職員） 【杉戸子育て支援センター相談員①】
	勤務日
	月曜日から土曜日のうち週３日勤務
８時３０分から１７時１５分のうち７時間勤務

	勤務内容
	子育て支援センターの相談業務、イベント運営等

	勤務場所
	杉戸子育て支援センター

	募集人数
	３人


（パートタイム会計年度任用職員） 【杉戸子育て支援センター相談員②】
	勤務日
	月曜日から土曜日のうち週２日勤務
８時３０分から１７時１５分のうち７時間勤務

	勤務内容
	子育て支援センターの相談業務、イベント運営等

	勤務場所
	杉戸子育て支援センター

	募集人数
	１人


（パートタイム会計年度任用職員） 【泉子育て支援センター相談員①】
	勤務日
	火曜日から日曜日のうち週３日勤務
８時３０分から１７時１５分の７時間４５分勤務

	勤務内容
	子育て支援センターの相談業務、イベント運営等

	勤務場所
	泉児童館・泉子育て支援センター

	募集人数
	３人


（パートタイム会計年度任用職員）【杉戸子育て支援センター一時預かり保育士①】
	勤務日
	月曜日から土曜日のうち週５日勤務
８時３０分から１７時１５分のうち７時間勤務

	勤務内容
	子育て支援センターにおける一時預かり保育業務等

	勤務場所
	杉戸子育て支援センター

	募集人数
	２人


（パートタイム会計年度任用職員）【杉戸子育て支援センター一時預かり保育士②】
	勤務日
	月曜日から土曜日のうち週３日勤務
８時３０分から１７時１５分のうち７時間勤務

	勤務内容
	子育て支援センターにおける一時預かり保育業務等

	勤務場所
	杉戸子育て支援センター

	募集人数
	１人


（パートタイム会計年度任用職員）【ファミリー・サポート・センターアドバイザー①】
	勤務日
	月曜日から土曜日のうち週４日勤務
８時３０分から１７時１５分のうち７時間勤務

	勤務内容
	ファミリー・サポート・センターにおける連絡、調整業務等

	勤務場所
	杉戸子育て支援センター

	募集人数
	１人


（パートタイム会計年度任用職員）【ファミリー・サポート・センターアドバイザー②】
	勤務日
	月曜日から土曜日のうち週２日勤務
８時３０分から１７時１５分のうち７時間勤務

	勤務内容
	ファミリー・サポート・センターにおける連絡、調整業務等

	勤務場所
	杉戸子育て支援センター

	募集人数
	２人


（パートタイム会計年度任用職員【こども家庭センター子ども家庭支援員①】
	勤務日
	月曜日から金曜日のうち週５日勤務
８時３０分から１７時１５分のうち７時間勤務

	勤務内容
	子育てに関する相談を受け、助言や指導を行う業務等

	勤務場所
	杉戸子育て支援センター

	募集人数
	１人


[bookmark: _Hlk185333329]（パートタイム会計年度任用職員） 【泉児童館児童厚生員①】
	勤務日
	火曜日から日曜日のうち週３日勤務
８時３０分から１７時１５分のうち７時間勤務

	勤務内容
	児童の健全育成に関する業務、イベント運営等

	勤務場所
	泉児童館・泉子育て支援センター

	募集人数
	１人


[bookmark: _Hlk185333415]（パートタイム会計年度任用職員） 【泉児童館児童厚生員②】
	勤務日
	火曜日から日曜日のうち週２日勤務
８時３０分から１７時１５分のうち７時間勤務

	勤務内容
	児童の健全育成に関する業務、イベント運営等

	勤務場所
	泉児童館・泉子育て支援センター

	募集人数
	１人


　
（パートタイム会計年度任用職員） 【泉児童館児童厚生員③】
	勤務日
	火曜日から日曜日のうち週３日勤務
８時３０分から１７時１５分のうち７時間４５分勤務

	勤務内容
	児童の健全育成に関する業務、イベント運営等

	勤務場所
	泉児童館・泉子育て支援センター

	募集人数
	１人




２　資格要件
	資格・免許
	国籍
	年齢等

	保育士資格、幼稚園教諭免許等を有する人（または令和８年３月３１日までに取得見込の人）
	不問
	不問
（意欲のある方）


次の、地方公務員法第１６条に規定する「欠格条項」のいずれかに該当する人は受験できません。
１　拘禁以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
２　杉戸町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しないもの
３　人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し刑に処されたもの
４　日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入したもの





３　選考日程
	日時
	場所
	合否通知時期

	令和８年１月中旬から下旬
	杉戸子育て支援センター又は泉児童館
	令和８年２月上旬から中旬

	
	
	

	
	
	



４　選考方法
１．エントリーシートによる書類選考
２．個人面接（１人につき１０分程度）
※ 再度の任用の場合は、人事評価の中間結果が選考において考慮されます。
５　応募方法
所定の応募用紙をご記入のうえ、期限内に担当課へ提出してください。
（１）応募用紙
　　　 ① 履歴書　※市販品でも可（日本工業規格・Ａ４サイズに限る）
　　　 ② エントリーシート
（２）応募期限
　　　　令和８年１月２３日（金）　※郵送の場合は必着
（３）提出先
杉戸町子育て支援課　杉戸子育て支援センター
	【郵送の場合】
〒３４５－００３６　埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸３－９－１０
杉戸子育て支援センター　宛
· 封筒の表面に「履歴書 在中」と朱書きしてください。





６　合格から任用まで
選考の結果「合格」となった方は、令和８年４月１日から任用開始となります。任用期間は１年間で、状況によりその後も再度任用される場合があります。しかし、それは任用の継続性を保障するものではありません。なお、任用後は、任用の都度に１か月間の条件付採用期間が設けられます。
また、次に該当する場合は、合格を取り消す場合があります。
· 提出した書類に虚偽があった場合
· 資格取得見込者が資格を取得できなかった場合
· 任用されるまでの期間に、公務員としてふさわしくない非行行為があった場合
· 雇入れ時の健康診断において、医師が「就労不可」と診断した場合
７　任用されてから
（１）服務賞罰・人事評価
① 服務規律
一般職の地方公務員に分類される会計年度任用職員は、地方公務員法に基づいて以下の服務規律が適用されます。
	・服務の宣誓　　・法令等及び上司の職務上の命令に従う義務
・信用失墜行為の禁止　・秘密を守る義務　・職務に専念する義務
・政治的行為の制限　　・争議行為等の禁止
・営利企業への従事等の制限（※）
※ パートタイム会計年度任用職員は対象外


② 分限処分・懲戒処分
勤務成績が良くない場合や公務員としての適格性を欠く場合、心身の故障等により勤務ができない場合は、分限処分を行う場合があります。
また、法令違反等の非行行為があった場合は、懲戒処分等の対象となります。
③ 人事評価
すべての会計年度任用職員は、勤務時間の長短に関わらず人事評価を行います。客観的な能力実証である人事評価の結果は、再度の任用の際、選考における判断要素の一つとして活用されます。
（２）給与・報酬
	杉戸町職員「行政職給料表」における級・号給
	給料月額
（地域手当４％分を含む）

	１級９号給～１級４１号給
	　２１４，９６８円～
２５９，１６８円


· 給料月額は、フルタイム会計年度任用職員（１日あたり７時間４５分、週５日勤務）の場合の金額です。パートタイム会計年度任用職員の場合は、以下の計算式により勤務時間数に応じて算出した金額が報酬日額となります。
報酬日額 ＝ 給料月額 ÷ ２１日 × １日の勤務時間 ÷ ７．７５
· 給与改定により、金額が変更となる場合があります。
（３）手当等
· 通勤距離が２キロメートルを超える場合は、通勤手当または費用弁償が支給されます。
· １週間の所定労働時間が１５時間３０分以上で、任用期間が６か月以上の場合は、期末勤勉手当（ボーナス）として年４．６５月（初年度は年３．０２２５月）が支給されます。
· ６か月以上勤務したフルタイム会計年度任用職員は、退職手当の支給対象となります。
· 再度の任用の際、経験年数の加算により昇給に相当する給与決定がなされます。（上限あり）
（４）支給日
給与・報酬等の支給日は、フルタイム会計年度任用職員については当月２１日、パートタイム会計年度任用職員（外国語指導助手を除く）については翌月２１日です。また、期末勤勉手当（ボーナス）の支給日は、６月２１日及び１２月２１日の年２回で、毎月の給与・報酬等と同日に支給されます。
なお、支給日が週休日や祝日にあたる場合は、直前の金融機関営業日が支給日となります。
（５）休日・勤務時間
すべての職種に共通する休日は、週休日及び祝日、並びに年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで）です。勤務時間については、職種、勤務場所等により異なります。
（６）休暇・休業
① 年次有給休暇
杉戸町会計年度任用職員の勤務時間・休暇等に関する規則（令和元年杉戸町規則第８号）第４条の規定に基づき、勤務条件に応じて年次有給休暇を付与します。
なお、前年度の残日数は、翌年度に引き継がれます。
② その他の休暇
その他の休暇については、国の非常勤職員の基準と同様に運用を行います。有給扱いとなる特別休暇の一例としては、忌引休暇、結婚休暇、夏季休暇などがあります。
③ 育児休業
任用条件によっては、育児休業後に職務への復帰が可能である場合には育児休業を取得することができます。
（７）社会保障
① 社会保険の加入要件
次のすべての要件を満たす場合は、社会保険に加入する必要があります。
	· 週の所定労働時間が２０時間以上であること
· 給与（報酬）の月額が８万８千円以上であること（通勤手当、時間外勤務手当、期末勤勉手当を除く）
· ２か月を超える任用期間が見込まれていること（再度の任用の可能性を含む）
· 学生でないこと


※ 社会保険に加入となった場合、配偶者等の被扶養者ではなくなりますのでご注意ください。
② 雇用保険の加入要件
週の所定労働時間が２０時間以上の場合は、雇用保険に加入します。

（８）研修・福利厚生
① 研修
勤務の実態に応じて常勤職員と同様に研修を受講し、能力の向上に努めていただきます。
② 福利厚生（定期健康診断）
社会保険の加入者や、埼玉県市町村職員共済組合の加入者は、常時勤務する職員とみなして、定期健康診断等の受診対象となります。


担当課・問合せ先
杉戸町子育て支援課　杉戸子育て支援センター
〒３４５－００３６
埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸３－９－１０
電話 ０４８０－３７－１５０４
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